
令和８年度 競争入札参加資格審査申請要領（中間受付） 

 

令和８年度において、羅臼町が発注する物品の購入、役務の提供等の契約に係る競争入札又は見積

合わせに参加を希望される方は、あらかじめ羅臼町が定める期間内に申請を行い、資格者として名簿

に登録されることが必要です。申請される方は、下記の申請に必要な資格、申請方法等に留意のうえ、

申請書を提出してください。 

 なお、申請書の内容の一部は、入札参加資格者名簿として公開することになりますので、あらかじ

めご了承ください。 

また、資格を有することにより自動的又は直ちに発注があるということではありませんので、ご留

意ください。 

 

１ 受付期間及び受付時間 

⑴  持参の場合 

令和７年 12月 10日（水）から令和８年１月 30日（金）まで 

[午前] 9：00～12：00  [午後] 13：00～16：00 

※土曜日、日曜日及び祝日は受付けません。 

 ⑵ 郵送の場合 

  令和７年 12月 10日（水）から令和８年１月 31日（金）まで ※当日消印有効 

 

２ 提出先及び送付先 

 ⑴ 提出先（持参） 

羅臼町役場２階 建設水道課窓口 

⑵ 送付先（郵送） 

〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町 100番地 83  羅臼町建設水道課建設水道係 

 

３ 申請の方法 

 ⑴ 郵送又は持参により提出してください。なお、持参の場合は提出のみで、当日の審査は行いま

せんので、極力、郵送により提出するようお願いいたします。 

⑵  郵送、持参の各方法にかかわらず、必ず返信先の宛名を明記した封筒（Ａ４判横三つ折用）

に 110円切手を貼付して申請書に同封してください。 

 

４ 申請書様式 

 ⑴ 物品の購入、役務の提供等 

   羅臼町独自様式を使用してください。なお、独自様式の入手方法は、次のいずれかとします。 

  ア 羅臼町ホームページからダウンロードする。 

    ホームページアドレス  http://www.rausu-town.jp/ 

  イ 羅臼町建設水道課から郵送により受け取る。 

    返信先の宛名を明記した封筒（角２号Ａ４サイズ）と切手 180円分を同封 

  ウ 羅臼町役場建設水道課窓口で直接受け取る。 

５ 資格の有効期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日の１年間です。 

 

６ 審査基準日 

  資格審査の基準日（審査基準日）は令和７年１２月１日です。 



 

７ 資格要件 

⑴ 共通的資格要件（欠格要件） 

   次のア～エ（地方自治法施行令（昭和 22年５月３日政令第 16号）第 167条の４関係）及びオ

に該当する者は、資格の種類に関係なく、申請をすることができません。 

  ア 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人（ただし、未成年者、被保佐人又は被補助

人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。） 

  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第 32条第１項各

号に掲げる者 

  エ 契約に関して不正行為を行い、競争入札への参加を排除されている者 

  オ 次に掲げる税等に滞納がある者 

   (ｱ) 羅臼町税等 

   (ｲ) 消費税及び地方消費税 

⑵ 物品の購入、役務の提供等の資格要件 

   次に掲げる要件をいずれも満たしている者とする。 

  ア 審査基準日において、引き続き１年以上その事業を営んでおり、かつ、直前１年間にその事

業に係る売上高を有していること。 

  イ 法令に基づく許可、免許、登録等（以下「許可等」という。）を営業の要件とする業務又は物

品の調達においては、その許可等を受けていること。 

  ウ 契約の確実な履行に必要とする従業員（代表者も含む。）数を有していること。（法令等で定

めのある場合は、その人数を有していること。） 

 

８ 審査結果 

審査の結果、資格が認定された場合は特に通知はしません。 

令和８年３月下旬までに特段の通知（不認定通知等の通知）がない限りは、競争入札参加資格

者名簿に登録されたものと理解してください。この場合、申請書受理後に送付します「申請書受

理票（兼認定通知）」が資格を認定されたことを証する書類となりますので、大切に保管してくだ

さい。 

なお、登録者名簿及び資格の等級区分を、羅臼町役場建設水道課及び羅臼町ホームページにて

令和８年３月下旬より公表する予定です。 

 

９ 変更届等 

  入札参加資格者名簿登録後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに競争入札参加資格審査申

請書変更届に必要な書類を添付のうえ提出してください。 

  なお、有効期間中の申請業種の変更・追加は認めておりませんので、注意してください。 

 

10 その他 

  今回は定期受付となりますので、現在資格を有している方を含め、資格取得を希望されるすべて

の方の申請が必要となります。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 羅臼町 建設水道課 建設水道係 

〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町 100番地 83 電話 0153-87-2163 


